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令
和
２
年
第
５
回
那
須
町
議
会
臨
時

会
が
７
月
29
日
に
開
催
さ
れ
、
令
和
２

年
度
那
須
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

５
号
）
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

【
補
正
予
算
】

歳
入
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
な
ど

の
国
庫
補
助
金
を
増
額
す
る
ほ
か
、
ふ

る
さ
と
那
須
町
応
援
寄
附
金
、
プ
レ
ミ

ア
ム
付
き
商
品
券
の
売
払
収
入
を
増
額

し
ま
し
た
。

歳
出
は
、
観
光
誘
客
に
向
け
た
プ
レ

ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
の
発
行
に
係
る
事

業
費
を
計
上
し
た
ほ
か
、
町
内
経
済
の

回
復
支
援
や
感
染
症
の
拡
大
を
防
止
す

る
た
め
の
追
加
対
策
に
要
す
る
費
用
を

令
和
２
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
に
計

上
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
一
般
会
計
の
総
額
は
、

３
億
4
，
5
6
0
万
円
が
追
加
さ
れ
、

1
6
9
億
1
，
0
2
0
万
円
と
な
り
ま

し
た
。

町
内
小
中
学
校
で
は
、
お
盆
期
間
を

含
む
８
月
8
日
か
ら
16
日
ま
で
の
9
日

間
、
業
務
を
休
止
（
閉
庁
）
し
ま
す
。

▼
目　

的

・
夏
季
の
節
電
対
策

・
学
校
職
員
の
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

（
連
続
休
暇
取
得
等
）

▼
対　

応

・
期
間
中
の
保
護
者
や
町
民
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
、
急
を
要
す
る
対
応
は
、

学
校
教
育
課
が
窓
口
と
な
り
ま
す
。

・
学
校
の
管
理
は
、
警
備
会
社
に
よ
る

通
常
の
警
備
を
行
い
ま
す
。

・
学
校
施
設
の
開
放
は
、
計
画
通
り
に

実
施
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

学
校
教
育
課

☎
72 
６
９
２
２

北
那
須
３
市
町
（
那
須
町
・
大
田
原

市
・
那
須
塩
原
市
）
の
住
民
サ
ー
ビ
ス

向
上
の
た
め
10
月
か
ら
開
設
曜
日
と
時

間
を
統
一
し
ま
す
。
現
在
、
毎
週
金
曜

日
に
開
設
し
て
い
る
延
長
窓
口
を
、
次

の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。

▼
現
行
（
10
月
２
日
ま
で
）

・
開
設
曜
日　

毎
週
金
曜
日

・
開
設
時
間　

午
後
５
時
15
分
〜
７
時

15
分

▼
変
更
後
（
10
月
７
日
か
ら
）

・
開
設
曜
日　

毎
週
水
曜
日

・
開
設
時
間　

午
後
５
時
15
分
〜
７
時

※
水
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、
木
曜
日

に
延
長
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

▼
開
設
課
（
本
庁
）　

税
務
課
、
保
健

福
祉
課
、
住
民
生
活
課

▼
問
合
せ　

総
務
課
行
政
改
革
係

☎
72 

６
９
０
２

町
で
は
、
河
川
な
ど
の
水
質
保
全
の

た
め
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
、
ま
た
は

単
独
処
理
浄
化
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽

に
転
換
す
る
場
合
等
に
町
民
を
対
象
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対　

象　

公
共
下
水
道
供
用
と
認
可

区
域
外
の
一
般
住
宅
（
た
だ
し
、
併

用
住
宅
は
、
住
居
部
分
の
床
面
積
が

延
べ
床
面
積
の
２
分
の
１
を
超
え
る

も
の
）
で
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
、
ま

た
は
単
独
処
理
浄
化
槽
を
合
併
処
理

浄
化
槽
に
転
換
す
る
場
合
（
既
存
の

単
独
処
理
浄
化
槽
は
全
て
撤
去
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
）
等
で
、
国
の
基

準
に
合
っ
た
10
人
槽
以
下
の
も
の

▼
補
助
金
額
（
令
和
２
年
度
補
助
額
）

・
５
人
槽　

３
５
２
，
０
０
０
円

・
７
人
槽　

４
４
１
，
０
０
０
円

・
10
人
槽
（
２
世
帯
住
宅
に
限
る
）

　
　
　
　
　

５
８
８
，
０
０
０
円

※
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄

化
槽
に
転
換
す
る
場
合
に
は
、
単
独
処

理
浄
化
槽
撤
去
費
用
の
２
分
の
１
（
５

万
円
を
限
度
）
の
額
を
補
助
金
に
加
算

し
て
助
成
し
て
い
ま
す
。

〈
適
切
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
〉

浄
化
槽
の
正
常
な
機
能
を
保
つ
た
め

に
保
守
点
検
、
清
掃
、
水
質
検
査
を
定

期
的
に
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

▼
保
守
点
検　

年
に
３
〜
４
回
の
保
守

点
検
が
必
要
で
す
。
県
に
登
録
し
て

い
る
保
守
点
検
業
者
に
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
清　

掃　

毎
年
１
回
以
上
の
清
掃
が

必
要
で
す
。
許
可
清
掃
業
者
に
委
託

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
水
質
検
査
（
法
定
検
査
）　

毎
年
１

回
の
受
検
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
（
県
内
で
は
、
栃
木
県
浄
化
槽

協
会
が
指
定
検
査
機
関
）

▼
問
合
せ　

〇
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
係　

☎
72 

６
９
１
９

〇
栃
木
県
浄
化
槽
協
会

☎
０
２
８
‐
６
３
３
‐
１
６
５
０

夜
間
延
長
窓
口
の
開
設
曜
日
を
水
曜
日
に
変
更
し
ま
す

お
盆
期
間
の
学
校
業
務
休
止

（
閉
庁
日
）の
お
知
ら
せ

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助

金
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

７月議会臨時会


